
                                                               【資料１－１】 

オホーツク総合振興局管内における配偶者暴力防止法関係機関連絡会議設置要綱改正案対照表 

 

現 行 改正案 

オホーツク総合振興局管内における配偶者暴力防止法関係機関連絡会議設置要綱 

 

１～７ (略) 

 

附 則 

この要綱は、平成１４年８月２７日から施行する。 

この要綱は、平成１６年７月７日から施行する。 

この要綱は、平成１７年７月２０日から施行する。 

この要綱は、平成１８年７月５日から施行する。 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２３年１２月６日から施行する。 

この要綱は、平成２４年１１月２７日から施行する。 

この要綱は、平成２８年１１月３０日から施行する。 

この要綱は、平成２９年１２月５日から施行する。 

この要綱は、令和３年３月９日から施行する。 

この要綱は、令和４年１２月７日から施行する。 

この要綱は、令和６年２月２７日から施行する。 

この要綱は、令和７年２月２７日から施行する。 

 

 

（別 表） 

オホーツク総合振興局管内における配偶者暴力防止法関係機関連絡会議構成機関 

 

（略） 

地方裁判所 釧路地方裁判所北見支部 

  

  

釧路地方裁判所網走支部 

旭川地方裁判所紋別支部 

家庭裁判所 釧路家庭裁判所北見支部 

釧路家庭裁判所網走支部 

旭川家庭裁判所紋別支部 

（略） 

オホーツク総合振興局管内における配偶者暴力防止法関係機関連絡会議設置要綱 

 

１～７ (現行どおり) 

 

附 則 

この要綱は、平成１４年８月２７日から施行する 

この要綱は、平成１６年７月７日から施行する。 

この要綱は、平成１７年７月２０日から施行する。 

この要綱は、平成１８年７月５日から施行する。 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２３年１２月６日から施行する。 

この要綱は、平成２４年１１月２７日から施行する。 

この要綱は、平成２８年１１月３０日から施行する。 

この要綱は、平成２９年１２月５日から施行する。 

この要綱は、令和３年３月９日から施行する。 

この要綱は、令和４年１２月７日から施行する。 

この要綱は、令和６年２月２７日から施行する。 

この要綱は、令和７年２月２７日から施行する。 

この要綱は、令和８年２月２６日から施行する。 

 

（別 表） 

オホーツク総合振興局管内における配偶者暴力防止法関係機関連絡会議構成機関 

 

（略） 

オブザーバー 釧路地方裁判所北見支部 

  

   

釧路地方裁判所網走支部 

旭川地方裁判所紋別支部 

釧路家庭裁判所北見支部 

釧路家庭裁判所網走支部 

旭川家庭裁判所紋別支部 
 


